
資
料
編





資料編

１２９
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２　愛知県の「無らい県運動」について

（１）戦前

①　熊本地裁「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟判決（平成１３年５月１１日）抜粋
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１３０

資料編

１　ハンセン病療養所における愛知県出身者の入所状況

　・入所者数の推移（各年１２月末現在）

　　※昭和１４年は３月現在

　・平成１５年１２月３１日現在の状況

　　９療養所　１６７人

１５１０５

平成

元　６０５５４５３５２５１４１０

昭和

６　
年

１６７２２５２７５２９４３１１３５５３８０４４３３８２２６７１９５１４０

入所者数

（人）　　

人　数療養所名人　数療養所名

１ 大島青松園 （香川県）
おおしませいしょうえん

７ 栗生楽泉園 （群馬県）
くりゅうらくせんえん

４ 菊池恵楓園 （熊本県）
きくちけいふうえん

２９ 多磨全生園 （東京都）
たまぜんしょうえん

２ 星塚敬愛園 （鹿児島県）
ほしづかけいあいえん

４７ 駿河療養所 （静岡県）
するがりょうようじょ

１ 神山復生病院 （静岡県）
こうやまふくせいびょういん

７２ 長島愛生園 （岡山県）
ながしまあいせいえん

１６７計４邑久光明園       （岡山県）
おくこうみょうえん
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１３１

２　愛知県の「無らい県運動」について

　（１）戦前

　①　熊本地裁「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟判決（平成１３年５月１１日）抜粋

「
十　

無
ら
い
県
運
動

　

無
ら
い
県
運
動
は
、
昭
和
四
年
に
お
け
る
愛
知
県
の
民
間
運
動

が
発
端
に
な
り
、
そ
の
後
、
岡
山
県
、
山
口
県
な
ど
で
も
始
ま
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
昭
和
一
一
年
こ
ろ

か
ら
、
こ
の
運
動
の
様
相
が
変
化
し
、
全
国
的
に
強
制
収
容
が
徹

底
・
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
一
五
年
に
は
、
厚
生
省
か

ら
都
道
府
県
に
次
の
指
示
が
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
ら
い
の
予

防
は
、
少
な
く
と
も
隔
離
に
よ
り
て
達
成
し
得
る
も
の
な
る
以
上
、

患
者
の
収
容
こ
そ
最
大
の
急
務
に
し
て
、
こ
れ
が
た
め
に
は
、
上
述

の
如
く
収
容
、
病
床
の
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
患
者
の
収
容
を
励

行
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
し
か
し
て
患
者
収
容
の
完
全
を
期
せ
ん
が

た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
無
ら
い
県
運
動
の
徹
底
を
必
要
な
り
と
認

む
。（
中
略
）
こ
れ
が
実
施
に
当
た
り
て
は
、
た
だ
に
政
府
よ
り
各

都
道
府
県
に
対
し
一
層
の
督
励
を
加
う
る
を
必
要
と
す
る
の
み
な

ら
ず
、
あ
ま
ね
く
国
民
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
種
々
の
手
段
を

通
じ
て
ら
い
予
防
思
想
の
普
及
を
行
な
い
、
本
事
業
の
意
義
を
理

解
協
力
せ
し
む
る
と
と
も
に
、
患
者
に
対
し
て
も
一
層
そ
の
趣
旨

の
徹
底
を
期
せ
る
べ
か
ら
ず
。」
と
指
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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資料編

　②　新聞記事

　　　（昭和４年４月９日）

　
　
　

癩
病
、
精
神
病

　
　
　
　
　

結
核
救
済
の
対
策

　
　
　
　
　
　

中
部
七
県
方
面
委
員
大
会
に
提
出
し

　
　
　
　
　
　
　

社
会
施
設
を
練
る

　

来
る
十
九
日
か
ら
三
日
間
長
野
市
に
開
催
さ
れ
る
中
部
七
県
方

面
委
員
大
会
に
愛
知
県
か
ら
は
方
面
委
員
と
し
て
其
の
取
扱
ひ
に

常
に
困
難
を
感
じ
然
も
其
の
為
に
悲
惨
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
ゐ
る
癩
病
患
者
、
精
神
病
者
及
結
核
病
者
に
関
す
る
件
を
提
出

し
、
こ
れ
等
へ
の
対
策
に
一
新
生
面
を
開
か
う
と
し
て
ゐ
る
、
今
県

下
の
癩
病
患
者
は
警
察
調
査
で
五
百
六
十
一
人
で
、
恐
ら
く
実
数

は
こ
れ
に
数
倍
し
て
ゐ
る
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
、
こ
の
外
に
千
葉

全
生
病
院
に
県
費
で
療
養
せ
し
め
て
ゐ
る
も
の
九
十
二
名
で
、
既

に
こ
の
病
院
は
定
員
を
遥
か
に
越
し
て
居
り
そ
れ
以
上
は
収
容
し

得
な
い
状
態
に
在
り
、
他
の
癩
患
者
は
財
産
の
あ
る
限
り
療
養
に

努
め
た
が
遂
に
全
快
せ
ず
、
貧
困
と
病
気
で
世
を
の
ろ
っ
た
生
活

を
続
け
て
ゐ
る
の
で
、
中
部
七
県
に
癩
病
療
養
所
の
建
設
を
促
進

せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
又
結
核
で
死
亡
す
る
も
の
毎
年

三
千
百
四
十
三
名
の
数
字
を
示
し
て
居
り
、
方
面
委
員
の
取
扱
ふ

病
人
は
大
部
分
結
核
で
あ
り
、
一
家
数
人
枕
を
並
べ
て
居
る
な
ど

の
悲
惨
事
は
間
々
見
る
所
で
あ
り
こ
れ
に
対
す
る
社
会
施
設
を
何

と
か
講
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
又
精
神
病
者
は
看
護
法
に
依
り

他
人
に
危
害
を
加
へ
ん
と
す
る
恐
れ
が
あ
り
、　

檻
置
さ
れ
て
ゐ
る

も
の
義
務
者
檻
置
百
六
十
二
名
、
市
町
村
檻
置
九
十
二
名
で
あ
り
、

こ
の
市
町
村
檻
置
に
は
県
費
で
六
千
余
円
を
出
し
て
ゐ
る
が
他
の

一
般
の
精
神
病
者
に
は
何
等
の
救
護
の
方
法
が
な
い
の
で
、
さ
き

に
方
面
委
員
会
総
会
で
は
精
神
病
療
養
所
設
置
の
建
議
案
を
可
決

し
て
居
り
、
こ
れ
等
の
実
情
と
対
策
を
示
し
て
七
県
方
面
委
員
総

会
の
決
議
に
依
つ
て
こ
れ
等
不
幸
者
の
救
済
に
努
力
し
や
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
愛
知
）
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１３３

　③　新聞記事

　　　（昭和６年３月１６日）

　④　「愛生」

　　　（昭和１０年６月号）抜粋

　

愛
知
縣
癩
病
撲
滅
同
盟

　
　
　
　

華
々
し
く
初
大
会

　
　
　
　
　

き
の
ふ
名
古
屋
公
会
堂
で

　

文
化
日
本
の
汚
点
で
あ
る
癩
を
絶
滅
せ
よ
―
の
声
は
全
国
に
率

先
し
名
古
屋
を
中
心
に
愛
知
県
下
一
帯
に
野
火
の
如
く
ひ
ろ
ま
り
、

ま
づ
同
胞
愛
に
燃
ゆ
る
若
人
た
ち
の
支
持
翕
然
と
し
て
相
集
ひ

こ
ゝ
に
愛
知
縣
癩
病
絶
滅
期
成
同
盟
會
の
結
成
を
み
た
の
で
十
五

日
午
後
零
時
半
か
ら
名
古
屋
市
公
会
堂
で
そ
の
第
一
回
大
会
を
か

ね
「
講
演
と
音
楽
舞
踊
の
会
」
を
縣
衛
生
課
、
社
会
課
、
名
古
屋
市

並
に
本
社
の
協
賛
の
下
に
挙
行
、
同
会
の
母
体
希
望
社
愛
知
県
連

盟
の
社
友
を
中
心
に
来
会
者
二
千
五
百
余
名
、
國
歌
合
唱
、
御
製
朗

詠
、
権
威
朗
誦
終
つ
て
村
島
縣
衛
生
課
長
登
壇
、
縣
下
の
癩
病
の
現

状
を
説
い
て
同
盟
会
の
使
命
を
高
唱
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
次
い
で

光
田
長
島
國
立
療
養
所
長
起
つ
て
我
國
に
お
け
る
癩
へ
の
聖
戦
史

か
ら
歴
代
皇
室
の
御
軫
念
あ
つ
か
つ
た
大
御
心
の
ほ
ど
を
列
挙
し
、

林
全
生
病
院
長
は
癩
は
遺
伝
に
あ
ら
ず
挙
國
努
力
せ
ば
絶
滅
易
々

た
り
と
説
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
聴
衆
に
深
い
感
銘
を
与
へ
次
い
で
琵

琶
、
舞
踊
、
独
唱
、
児
童
劇
、
筝
曲
合
奏
、
新
日
本
音
楽
等
豊
富
な

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
う
つ
り
、
同
会
衆
を
魅
了
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
古
屋
新
聞
）

　

愛
知
縣
方
面
委
員
理
事
會

　
　
　
　
　
　

猛
運
動
申
合
せ

　
　

愛
生
園
に　

第
二
愛
知
寮

　

昨
年
全
縣
下
方
面
委
員
の
叫
合
に
依
り
長
島
愛
生
園
に
十
坪
住

宅
第
一
愛
知
寮
を
寄
附
し
た
愛
知
県
方
面
委
員
會
に
て
は
今
年
又

六
月
二
十
六
日
県
庁
に
理
事
會
を
開
き
第
二
愛
知
寮
建
設
寄
附
を

申
合
せ
た
。
こ
の
外
県
下
各
婦
人
團
体
、
衛
生
團
体
に
も
呼
び
か

け
そ
の
奮
起
を
促
し
、
癩
者
救
済
の
徹
底
を
期
す
る
こ
と
を
申
合

せ
た
。
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　⑤　「愛生」（昭和１１年５・６月合併号）抜粋

　

將　

に　

白　

熱
！

　
　
　

愛
知
縣
下
十
坪
住
宅
運
動

　

只
今
御
紹
介
を
受
け
ま
し
た
佐
々
木
で
あ
り
ま
す
。
皆
様
に
御
面
接
の
上
親
し
く
御
慰
問
致
し
た
い
の

で
あ
り
ま
す
が
乍
失
禮
ラ
ヂ
オ
を
通
じ
て
申
上
げ
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。

　

豫
面
よ
り
我
々
が
愛
知
縣
下
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
團
体
と
共
に
県
民
に
呼
び
か
け
て
お
つ
た
処
の
救
癩

運
動
五
ヶ
年
計
画
も
漸
く
軌
道
に
乗
り
ま
し
て
其
の
十
坪
住
宅
寄
附
金
七
棟
の
地
鎭
祭
が
昨
日
初
夏
の
雨

そ
ぼ
降
る
中
に
と
り
行
は
せ
ら
れ
園
長
さ
ん
初
め
職
員
、
患
者
代
表
者
各
位
と
共
々
私
等
と
愛
知
縣
方
面

委
員
七
十
余
名
が
参
列
し
て
神
官
の
厳
修
に
よ
り
大
秡
を
し
て
頂
き
又
い
づ
れ
も
が
感
激
し
満
足
の
裡
に

園
内
の
施
設
を
観
せ
て
戴
き
皆
さ
ん
に
御
慰
問
申
上
げ
て
方
面
委
員
等
の
方
々
は
昨
日
帰
ら
れ
ま
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。

　

私
か
ら
も
皆
さ
ん
へ
呉
々
も
幸
せ
に
な
ら
れ
る
様
に
と
重
ね
て
申
上
げ
て
呉
れ
と
申
さ
れ
茲
に
お
傳
へ

を
致
し
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
我
が
愛
知
縣
と
し
て
は
今
申
し
上
げ
た
七
棟
分
の
外
に
愛
知
縣
方
面
委
員

連
盟
、
衛
生
組
合
連
合
会
及
愛
國
婦
人
会
愛
知
支
部
の
寄
附
に
か
ゝ
る
も
の
五
棟
が
あ
り
ま
し
て
合
計
す

る
と
十
二
棟
が
設
け
ら
る
ゝ
こ
と
ゝ
な
り
ま
し
た
が
更
に
縣
及
び
方
面
委
員
其
の
他
が
一
團
と
な
つ
て
鋭

意
十
坪
住
宅
建
設
運
動
に
努
力
し
て
を
り
ま
す
か
ら
し
て
ど
ん
ど
ん
住
宅
が
建
設
せ
ら
る
ゝ
事
と
信
じ
ま

す
か
ら
本
園
に
入
園
し
て
お
ら
る
ゝ
愛
知
縣
の
患
者
諸
君
に
お
か
れ
て
も
縣
内
の
患
者
さ
ん
へ
誘
導
せ
ら

れ
ま
し
て
縣
民
諸
氏
の
心
持
ち
を
十
分
御
諒
察
下
さ
れ
て
比
の
住
宅
を
利
用
せ
ら
れ
一
日
も
早
く
療
養
せ

ら
る
ゝ
様
に
お
力
を
私
よ
り
も
特
に
皆
さ
ん
へ
御
願
ひ
し
て
置
く
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

終
り
に
臨
み
ま
し
て
本
日
は
楓
の
實
生
拜
戴
二
周
年
記
念
日
で
あ
り
ま
し
て
、
比
の
佳
き
日
に
皆
様
に

お
話
を
致
す
機
会
を
與
へ
ら
れ
た
る
光
栄
を
深
く
感
謝
し
皆
様
の
御
自
愛
を
祈
っ
て
御
暇
を
す
る
事
と
致

た
し
ま
す
。

　
（
本
稿
は
愛
知
縣
衛
生
主
事
の
本
園
に
お
け
る
ラ
ヂ
オ
に
依
る
挨
拶
の
概
要
で
あ
る
）

愛知縣方面委員連盟寄附の十坪住宅「愛知寮」
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１３５

　⑥　「愛生」（昭和１４年４月号）抜粋　
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１４１

　（２）戦後

　①　「癩の話　　愛知縣衛生部」　（昭和２５年３月）」抜粋

　
　
　
　
　
　

序

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

愛
知
縣
衛
生
部
長

　　

本
年
は
癩
予
防
法
施
行
満
四
十
年
に
當
り
ま
す
、
昭
和
十
六
年
頃

迄
は
、
癩
予
防
事
業
も
着
々
成
果
を
収
め
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
が
、
こ

の
度
の
戦
争
の
為
に
折
角
の
努
力
も
壊
滅
に
帰
し
た
面
が
少
く
あ
り

ま
せ
ん
。
剰
へ
戦
争
と
癩
病
は
因
果
関
係
の
様
に
新
患
者
の
発
生
を

数
多
く
見
る
に
至
り
ま
し
た
。

　

翻
つ
て
本
縣
の
癩
の
現
況
を
見
ま
す
と
患
者
数
は
全
國
中
の
上
位

に
あ
り
ま
し
て
、
縣
民
保
健
の
上
か
ら
も
忽
緒
に
出
来
な
い
状
態
に

あ
り
ま
す
。
茲
に
私
は
昭
和
二
十
一
年
以
降
、
愛
知
縣
を
無
癩
縣
に

す
る
運
動
を
協
力
に
推
進
し
そ
の
實
現
を
期
し
て
ま
ゐ
つ
た
の
で
あ

り
ま
す
が
今
尚
、
そ
の
域
に
達
し
得
な
い
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
残
念

で
あ
り
ま
す
。

　

本
書
は
癩
予
防
法
公
布
満
四
十
周
年
を
記
念
す
る
と
共
に
、
本
縣

の
無
癩
縣
運
動
第
三
年
を
記
録
し
て
汎
く
大
方
諸
賢
の
癩
予
防
思
想

の
喚
起
と
普
及
を
願
つ
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
書
が
幸

ひ
に
本
病
予
防
の
為
の
資
料
と
な
り
、
更
に
一
段
の
御
協
力
を
得
て
、

本
事
業
が
一
日
も
早
く
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
し
て
や
み
ま
せ

ん
。

無
癩
縣
運
動
の
前
進

     
法
施
行
四
十
周
年

                　
　
　
　
　
　
　
         
愛
知
縣
予
防
課

今
年
は
癩
予
防
法
施
行
満
四
十
周
年
に
當
り
癩
予
防
に
関
し
て
は
記
念
す
べ
き
年

で
あ
る
。

本
県
が
無
癩
縣
運
動
を
展
開
し
た
の
は
昭
和
二
十
二
年
で
あ
っ
た
。

癩
関
係
事
務
が
警
察
部
か
ら
新
設
の
衛
生
部
に
移
管
さ
れ
た
昭
和
二
十
二
年
、
縣

内
に
於
け
る
癩
の
全
貌
を
知
る
た
め
台
帳
に
依
つ
て
整
理
を
し
て
見
る
と
、
死

亡
、
行
方
不
明
、
入
所
等
を
除
い
て
、
現
住
患
者
四
八
四
人
と
い
う
数
字
が
出
て

来
た
。
こ
の
数
字
は
明
治
三
十
七
年
の
一
一
〇
四
人
よ
り
は
ず
つ
と
少
い
が
、
昭

和
十
四
年
の
三
六
〇
人
よ
り
は
一
二
四
人
も
多
く
、
前
月
の
救
護
月
報
よ
り
は
二

〇
七
名
も
多
い
。
戦
争
に
よ
つ
て
癩
が
増
加
し
た
と
云
う
こ
と
は
聞
い
た
が
、

一
、
二
年
間
に
本
県
だ
け
で
二
〇
〇
名
も
増
加
し
た
と
い
う
こ
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
愛
知
縣
は
従
来
か
ら
癩
の
多
い
縣
で
全
国
中
の
順
位
か
ら
い
う
と
二
、
三

位
を
下
ら
な
い
頗
る
芳
く
な
い
肩
身
の
狭
い
上
位
で
あ
る
か
ら
早
く
な
ん
と
か
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
つ
て
ゐ
る
矢
先
で
も
あ
つ
た
為
兎
も
角
こ
の
整
理
名
簿

に
よ
つ
て
、
患
者
の
戸
別
調
査
を
行
い
正
確
な
患
者
数
を
知
る
こ
と
、
併
せ
て
癩

の
傳
染
性
を
強
調
し
て
癩
予
防
の
徹
底
を
圖
る
と
い
う
の
が
狙
い
で
現
況
調
査
を

始
め
た
の
が
無
癩
運
動
の
初
り
で
あ
る
。

　

無
癩
県
運
動
の
計
画
は
第
一
期
計
画
と
第
二
期
計
画
と
に
分
れ
て
い
る
。
第
一

期
計
画
は
昭
和
二
十
二
年
十
月
か
ら
翌
年
三
月
迄
で
、
こ
の
期
間
に
は
患
者
の
現

況
調
査
を
行
う
こ
と
、
無
癩
縣
運
動
の
趣
旨
徹
底
を
圖
る
こ
と
が
主
で
あ
つ
た
。
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第
二
期
計
画
は
昭
和
二
十
三
年
四
月
か
ら
二
十
五
年
三
月
迄
の
二
ケ
年
で
、
こ

の
期
間
に
於
て
は
癩
の
啓
蒙
宣
傅
、
患
者
の
入
所
勧
務
、
容
疑
者
、
再
診
者
の
検

診
、
患
者
及
家
族
の
生
活
援
護
、
入
所
患
者
に
對
す
る
慰
問
等
で
あ
る
。

　

先
づ
、
第
一
期
計
画
の
現
況
調
査
か
ら
云
う
と
縣
で
は
こ
れ
を
行
う
た
め
新

た
な
る
様
式
に
依
つ
て
台
帳
用
紙
を
作
成
し
、
患
者
の
住
所
氏
名
生
年
月
日
、
職

業
、
本
籍
地
は
勿
論
、
病
型
、
現
在
症
状
、
発
病
年
月
日
、
届
出
医
師
名
、
入
所

療
養
先
及
入
所
年
月
日
か
ら
更
に
現
在
生
活
状
況
、
家
族
員
数
、
続
柄
等
迄
調
査

記
入
す
る
こ
と
に
し
、
併
せ
て
第
一
回
の
入
所
勧
誘
を
行
う
こ
と
に
し
て
態
々

國
立
療
養
所
か
ら
係
官
の
出
張
を
乞
い
、
保
健
所
、
市
町
村
の
係
員
を
参
集
し
て

県
下
三
ヶ
所
（
名
古
屋
、
一
宮
、
岡
崎
）
に
協
議
會
を
設
け
て
ス
タ
ー
ト
し
た

が
、
こ
の
現
況
調
査
は
患
者
一
人
一
人
に
面
接
し
な
け
れ
ば
全
部
記
入
出
来
な

い
た
め
、
一
部
の
推
定
記
入
は
や
む
を
得
な
か
つ
た
が
逐
次
整
備
す
る
に
至
つ

た
。
か
く
て
予
定
よ
り
三
ヶ
月
遅
れ
て
翌
年
七
月
に
第
一
次
調
査
を
終
了
し
た
。

そ
れ
に
よ
つ
て
そ
の
概
要
を
み
る
と
、
現
在
患
者
数
三
〇
五
名
、
入
所
五
七
名
、

死
亡
五
七
名
、
行
方
不
明
七
七
名
、
そ
の
他
一
一
名
、
こ
の
内
現
住
三
〇
五
名
に

は
再
診
申
出
の
三
九
名
が
含
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
分
に
對
し
て
は
國
立
療
養
所

か
ら
係
医
官
に
出
張
し
て
貰
い
厳
正
な
處
置
を
と
り
、
行
方
不
明
者
の
七
七
名

に
對
し
て
も
主
だ
つ
た
療
養
所
等
に
照
會
し
た
り
し
て
調
べ
た
が
、
判
明
し
た

も
の
は
僅
か
八
名
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。

  
次
に
第
二
期
計
画
で
あ
る
が
、
こ
の
内
の
啓
蒙
宣
傳
は
癩
予
防
週
間
を
設
定
し

て
印
刷
物
の
配
布
、
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
を
行
ふ
外
、
主
だ
つ
た
保
健
所
に
於
て
は

市
町
村
係
員
な
ど
の
懇
談
曾
も
行
つ
た
。
容
疑
者
、
再
診
者
の
検
診
は
初
め
は

國
立
療
養
所
か
ら
来
て
貰
つ
た
が
、
そ
の
後
は
縣
係
官
に
依
つ
て
検
診
し
、
班
紋

癩
等
で
専
門
家
に
依
つ
て
痕
跡
は
認
め
ら
れ
る
が
素
人
に
は
判
ら
な
い
、
顔
面
、

手
、
足
に
も
何
等
症
状
ら
し
き
も
の
も
な
く
、
眞
性
癩
と
決
定
し
て
か
ら
十
数
年

以
上
経
過
し
て
居
る
よ
う
な
者
は
全
治
者
と
し
て
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
。
患
者

並
に
家
族
の
経
済
的
救
済
や
、
援
護
に
就
い
て
は
民
生
委
員
を
通
し
地
方
の
責

任
に
於
て
考
慮
し
て
貰
つ
て
居
る
が
癩
は
同
じ
傳
染
病
で
も
自
分
で
傳
染
を
意

識
し
て
居
り
な
が
ら
、
自
分
の
自
粛
自
戒
が
足
り
な
く
て
、
又
不
摂
生
に
依
つ
て

感
染
し
た
も
の
と
は
異
ひ
、
無
意
識
に
依
つ
て
感
染
し
無
智
迷
盲
に
よ
つ
て
重

症
に
な
つ
た
者
が
大
部
分
で
病
症
か
ら
言
つ
て
も
、
精
神
的
苦
悩
か
ら
言
つ
て

も
、
全
く
同
情
に
堪
へ
な
い
も
の

が
あ
る
。
元
来
無
癩
縣
運
動
は
救
癩
運
動
で
あ
る
か
ら
係
と
し
て
も
庁
内
の
関

係
課
は
勿
論
、
保
健
所
等
と
も
一
層
連
絡
を
密
に
し
て
積
極
的
に
患
者
、
家
族
の

よ
き
相
談
相
手
と
な
つ
て
凡
ゆ
る
点
を
眞
剣
に
考
慮
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

入
所
患
者
の
慰
問
に
就
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
と
い
う
と
こ
ろ
で
只
今
の
と
こ
ろ

地
方
の
新
聞
を
送
つ
た
り
共
同
募
金
委
員
會
と
連
絡
し
て
募
金
を
送
つ
た
り
し

て
居
る
が
、
近
く
市
町
村
に
呼
び
か
け
て
慰
問
團
等
も
派
遣
し
た
い
と
思
つ
て

ゐ
る
。

　

第
二
期
計
画
の
大
要
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
本
計
画
で
特
に
重
点
を
置
い

た
も
の
は
、
患
者
の
入
所
勧
誘
で
あ
る
。
初
め
は
入
所
の
申
込
者
を
一
定
員
数

に
取
纒
め
て
か
ら
輸
送
す
る
こ
と
に
し
て
居
た
が
、
鉄
道
沿
線
か
ら
遠
く
離
れ

た
地
方
の
患
者
を
同
日
同
時
刻
に
乗
車
駅
へ
運
ぶ
こ
と
は
困
難
な
事
情
の
あ
る

の
に
か
ん
が
み
昨
秋
か
ら
は
地
域
を
限
定
し
て
一
地
方
づ
つ
輸
送
す
る
こ
と
に

し
、
既
に
尾
張
部
の
大
部
分
は
完
了
し
た
。

  
本
縣
癩
患
者
の
入
所
先
に
つ
い
て
は
、
患
者
の
希
望
、
交
通
の
便
否
、
気
候
、
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其
の
他
従
来
の
関
係
等
を
考
慮
し
て
、
岡
山
縣
長
島
愛
生
園
を
主
と
し
た
が
、
同

園
は
従
来
か
ら
本
県
と
の
関
係
深
く
、
園
内
に
は
本
県
郡
市
の
名
を
冠
し
た
患

者
住
宅
さ
へ
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
九
年
頃
か
ら
昭
和
十
八
年
頃
迄
、
當
時
現
在

の
癩
患
者
四
〇
〇
名
を
全
部
収
容
す
る
た
め
に
は
、
十
坪
住
宅
一
戸
に
付
五
人

を
収
容
す
る
と
し
て
、
八
百
坪
の
住
宅
を
要
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
特
志
者
の
寄
附

に
よ
つ
て
實
現
さ
せ
、
國
立
療
養
所
に
寄
附
す
る
と
い
う
方
針
で
進
め
ら
れ
實

現
し
た
も
の
で
あ
る
。
尚
本
縣
癩
患
者
の
主
た
る
療
養
所
の
入
所
先
及
入
所
人

員
は
前
記
の
長
島
愛
生
園
が
、
二
十
三
年
七
月
末
現
在
で
一
八
七
名
、
東
京
都
の

多
摩
全
生
園
が
同
七
月
末
現
在
で
一
三
五
名
、
群
馬
縣
草
津
の
栗
生
楽
泉
園
が

昨
年
十
二
月
末
現
在
で
五
四
名
、
静
岡
縣
の
駿
河
療
養
が
同
昨
年
十
二
月
末
現

在
で
二
三
名
、
合
計
三
九
九
名
で
あ
る
。

　

以
上
は
今
回
の
無
癩
縣
計
画
の
概
要
で
あ
る
が
、
本
計
画
は
目
下
進
行
の
途

上
に
あ
る
こ
と
ゝ
現
在
各
地
療
養
所
は
何
れ
も
満
員
で
入
所
出
来
な
い
こ
と
か

ら
、
ど
の
程
度
の
成
果
を
挙
げ
得
る
か
は
未
定
で
あ
る
が
、
本
計
画
に
依
つ
て
今

日
迄
入
所
し
た
患
者
は
一
四
〇
名
で
あ
り
、
今
後
入
所
を
要
す
る
も
の
は
五
七

名
、
今
後
観
察
を
要
す
る
も
の
は
一
二
二
名
、
他
に
之
等
の
四
〇
％
に
相
當
す
る

潜
在
患
者
七
〇
名
程
度
が
推
測
せ
ら
れ
る
か
ら
、
本
縣
現
在
の
實
在
患
者
は
二

四
〇
名
程
度
に
な
る
。
こ
れ
を
大
正
八
年
當
縣
の
千
余
人
に
比
較
す
れ
ば
五
分

の
一
に
減
少
し
て
い
る
。
無
癩
縣
運
動
も
一
歩
一
歩
効
果
を
挙
げ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
か
ら
本
年
の
癩
予
防
法
施
行
満
四
十
周
年
を
記
念
す
る
に
際
し
一
段

と
癩
予
防
思
想
の
昂
揚
を
圖
り
、
療
養
所
の
施
設
拡
張
、
患
者
待 
遇
改
善
等
に

尚
積
極
的
に
協
力
し
、
近
き
将
来
に
於
て
眞
實
そ
の
も
の
ゝ
無
癩
縣
の
實
現
を

圖
り
た
い
。
一
層
の
協
力
を
切
望
し
て
や
ま
な
い
。

ラ
イ
患
一
掃
へ

　
　
　

発
見
し
た
ら
連
絡
を
…

最
近
浮
浪
者
中
に
ラ
イ
患
者
が
ふ
え
た
の

で
県
衛
生
部
で
は
名
古
屋
別
院
、
大
須
、
覚

王
山
付
近
で
約
十
数
名
を
検
診
し
た
と
こ

ろ
患
者
二
名
を
発
見
、
ち
か
く
岡
山
の
愛
生

園
へ
収
容
す
る
。
ラ
イ
患
者
の
多
い
こ
と

は
愛
知
県
が
熊
本
県
に
つ
ぎ
全
国
第
二
位

で
毎
日
数
名
の
新
患
が
発
生
し
て
い
る
の

で
一
般
か
ら
も
疑
い
あ
る
患
者
発
見
の
さ

い
は
至
急
保
健
所
ま
た
は
県
予
防
課
へ
の

連
絡
を
望
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
部
日
本
新
聞
）
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③　愛知県衛生年報（昭和２５年～３０年）「らい記載部分」抜粋

昭和２５年

　　　　　　　第４章　　癩　予　防　

　本県は全国有数の癩県であって昭和２５年末全国各癩療養所収容患者数は３８２名にのぼり、県内在住

患者は推定２５０名であり毎年３０名以上が新に発見されている。

　昭和２２年以降無癩県計画をたて、極力患者の療養所入

所治療の勧誘につとめ、計画的に患者を岡山県長島愛生

園及静岡県駿河療養所へ毎年４０名以上を輸送し又療養所

医官の出張を得て県下の検診に努めている。

　最近患者発見数及び入所患者数は次の通りである。

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

昭和２６年

　　　　　　　第７項　ら　い

　疾病はすべて悲劇的なものであるけれども、らい程、患者自身は勿論の事、その周囲の人々の心を

暗くするものはない。らい予防のための最も有効なる方法が、早期発見、早期隔離であることは他疾

患と同様であるが、その人間心理の暗黒面との深い結びつきの故に言うは易く行ない難い。しかしな

がら本県は、従来この方面に極力努力せる結果、着々と無らい県へと前進を続けつつあるが、実患者

数は実に多いものと思われるので一層の努力が望まれる。尚、本年は御在世中、らい予防事業に多大

の御関心を賜った貞明皇后陛下の御薨去があり、その御遺徳を偲び奉り、全国的に救らい事業が行な

われ、本県に於ても拠金募集、講演会が催され、らい予防思想普及につとめた。

　昭和２６年のらい患者発見数は１７名であり、昭和２６年末に於けるらいの登録患者は、男１１６名、女５１

名、計１６７名である。

　本年に於ける、らい予防事業はらい患者を療養所へ入所を勧誘し、らいの最新治療を受けしめるよ

うにした。患者は計画的に、岡山県長島愛生園、及静岡県駿河療養所へ本年は計４０名を入所せしめた。

また、療養所の医官の出張を得て、県下の検診につとめ、登録患者については、延２１５回、患者家族に

ついては１５５回、容疑者１１回、その他５回合計３８６回の検診を施行し多大の効果を収めた。

　尚貞明皇后の記念事業として、本県も全国に呼応し、救らい募金を１１月より開始されて、資金獲得

に努めた。

　またらい予防思想の普及には、２６年らい予防週間を中心として１２ヶ所に於いて懇談会、講演会を

行った。また、本県出身の各療養所入所患者に対し、衛生部職員並に県議会衛生委員により、慰問を

行った。 

入所患者数患者発見数

　４２名
５９
５４
３２

　３０名
２５
３９
４１

昭和　２２
　〃　２３
　〃　２４
　〃　２５
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１４５

昭和２７年

　　　　　　　第６章　　ら　い　予　防

　いかに世が進み、時代が移っても、らいの人間社会に占めている位置は微動だにしていない。

　らい予防のための最も有効な方法が、早期発見、早期隔離及び早期治療であることはいうまでもな

いが、人間心理の暗黒面と深く結びついているために言うは易く行うは難い。

　全国第３位の多らい県としてなる本県が無らい県を目指して逐次細々と努力はしているものの、日

暮れて道なお遠しの感が無いでもない。一層強力な予防事業の推進が望まれる。

　２７年における本県未収容患者は１２３名で、鹿児島の２１０名、熊本の１４４に次いでいる。

　２７年におけるらい患者発生数は４１名で、その中３２名は療養所に入所し９名が在宅しているにすぎな

い。その結果、２７年末における県下総登録患者数は、男８６、女３７、計１２３名である。

　駿河療養所、長島愛生園その他療養所へ輸送した患者は４４名で２ケ月に１回年６回、にわけて入所

せしめた。昨年より輸送患者は１３名減であるが、在宅患者として現在残っているものは老人が多く入

所困難な事情にあるものが多いためである。

　在宅患者に対しては駿河療養所医官の出張を得て春秋２回徹底的に患者検診を行い多大の効果を納

めた。

　一方収容患者に対しては本県出身の各療養所入所患者に対し恒例の県会議員、衛生委員及び衛生部

主管課長により慰問を行い、１人あたり金一封及び部内各課から日刊新聞、雑誌その他日用品をとり

まとめ隔日に各療養所に郵送し、患者にささやかではあるが誠意溢れる慰問を続けた。

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

昭和２８年

　　　　　　　第９章　　ら　い　予　防

　本県は従来から、全国屈指のらいの多い県であるのでらい予防に関しては常に深い関心を払い在宅

患者の入所促進、潜在患者の発見、専門医による定期検診の実施、消毒及び伝播を防止すると共に一

般者に対するらい知識の昂揚を図り、救らい思想を普及し併せて入所患者並びに家族に対する援護の

強化徹底を図ることに努めている。

第１節　らいのまんえん状況

第１　らい患者状況

　２８年末における県下らい患者数は男７３名、女２９名、計１０２名でうち名古屋市内在住者１３名となってい

る。

　病型別には、神経らいが最も多く男５１名、女１９名、計７０名で、斑紋らいは男７名、女４名、計１１名

で最も少数である。

　県下地区別には津島保健所、半田保健所の各管内に最も多く、河和保健所管内には１件も数えられ

ていない。
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　　　　　　　　　　　　　病型別、性別らい患者数　　　　　　　　　昭和２８年

第２節　らい予防事業

第１　らい患者検診状況

　在宅らい患者及容疑者に対する検診は国立駿河療養所の技官による検診を年２回にわたって実施し

た。

　昭和２８年における総検診人員は７１名で２７年の９０名より若干減となっているが、その成績は下表のご

とく非らいと認められた者１７名、治ゆと認められた者９名で、４５名がなおらいとして診断せられ、そ

の中入所を必要とする者は１２名に過ぎなかった。これらに対しては極力入所勧奨に努め、専門医によ

る専門的治療を受けさせるよう患者の理解を得ることに努力した。

　　　　　　　　　　　患者及び容疑者の専門医による検診状況　　　　　昭和２７年～２８年

第２　らい患者収容状況

１　輸送及び勧しょう状況

　２８年に本県で行われた患者の輸送回数は延３回で、長島愛生園に１回、駿河療養所に２回でこの

輸送人員は計１１名である。

　これに対し、在宅患者に対して療養所で専門的治療のうけられるよう、入所勧しょうに努めた回

数は１１０回に及び、これは昨年の２２０回に比し丁度半数であるが、入所を要する患者の絶対数の減少

が原因であって勧しょうに手を抜いた訳では決してない。

　　　　　　　　　　　輸送及び勧しょう状況　　　　　　　　　　　　昭和２３年～２８年

 

結節らい神経らい斑紋らい総　　数

女男計女男計女男計女男計

６
-
６

１５
３
１２

２１
３
１８

１９
-
１９

５１
７
４４

７０
７
６３

４
２
２

７
１
６

１１
３
８

２９
２
２７

７３
１１
６２

１０２
１３
８９

愛　知　県
名古屋市
県　　　計

（名古屋市を除く）

容　　疑　　者患　　　　　　　　者

非らいと決
定せる者　

らいと決
定せる者

検　診
員　数

要注意と認
められる者

要入所と認
められる者

非らいと認
められる者

内治癒と認
められる者

検　診
員　数

５
７

６
７

１１
１４

３６
２６

１９
１２

１１
１０

１３
９

７９
５７

昭和２７年
　　２８年

勧しょう回数輸送人員輸送回数

１,４９５
４１５
３００
１６５
２８５
２２０
１１０

２４６
８３
５０
２６
４５
３１
１１

３６
１１
６
４
６
６
３

計
昭和２３年前
２４年
２５年
２６年
２７年
２８年
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１４７

２　療養所別入所患者数

　２８年末現在、愛知県患者の療養所入所患者数は別表のとおりであるが、長島愛生園の１８５名につい

で駿河療養所の９８名の入所をみた。次いで多磨全生園５９名、栗生楽泉園５０名である。

　　　　　　　　　　療養所別入所患者数　　　　　　　　　　　　　昭和２８.１２.３１

第３　その他の予防事業

１　援護事業

　収容患者に対して前述の各療養所に昭和２７年同様県会衛生委員及び衛生部主管課長により患者慰

問を行った。又衛生部からも日刊新聞、雑誌その他日用品をとりまとめて各療養所に郵送する等さ

さやかではあるが誠心こもった慰問を続けた。

２　藤楓協会愛知県支部の発足

　上記各種の事業を強力に推進し、患者及び患者家族に対して積極的な援護対策の手をさしのべる

ために、本県に於いても９月に財団法人藤楓協会愛知県支部が設立され、直ちに事業活動に入った。

本年は１年目であるが、法外援助の形で眼に見えない幾多の努力が重ねられたのである。

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

昭和２９年

　　　　　　　第９章　　ら　い　予　防

　らい予防事業については、多年にわたる、らいの汚名をそそぐべく常に深い関心を払い在宅患者の

完全入所、潜在患者の発見、専門医による定期検診の実施、消毒及び廃棄による伝染防止等を強力に

行い、同時に一般のらい知識並びに救らい思想の普及により早期発見、早期治療につとめ、らいの根

絶を期した。なお、本年はらい予防法の改正により８月より生活に対する援護も行われる様になった

事は大変よろこばしい事で少数が生活保護法に切り換えたが、この主旨の徹底と共に徐々に増加され

ることと思われる。

 

備考女男計

昭和２１年以降退所者数

軽快者　　１８名
死亡者　　１３８名
その他　　５７名

１３５
５７
１４
２０
３４
２
２
２
２
２
―
―
―

２８７
１２８
４５
３０
６４
６
１
１
―
２
６
３
１

４２２
１８５
５９
５０
９８
８
３
３
２
４
６
３
１

計
長島愛生園
多磨全生園
栗生楽泉園
駿河療養所
邑久光明園
大島青松園
菊地恵楓園
星塚敬愛園
身延深敬園
神山復生病院
松丘保養園
東北新生園
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第１節　らいのまんえん状況

第１　らい患者状況

　昭和２９年末に於ける県下のらい患者数は男６１名、女２６名、計８７名で、うち名古屋市内在住者は１４名

である。

　病型別には、神経らいが最も多く男４３名、女２０名、計６３名で、結節らいは男１６名、女２名、計１８名、

斑紋らいは男３名、女３名、計６名で最も少数である。

　県下地区別には津島保健所管区が最も多く、蒲郡、挙母の各保健所管区には１名も数えられていな

い。

　　　　　　　　　　　　　病型別、性別らい患者数　　　　　　　　　昭和２９年　

第２節　らい予防事業

第１　らい患者検診状況

　在宅患者及び容疑者に対する検診は国立療養所の医官により年２回実施した。昭和２９年に於ける総

検診人員は１００名で、２８年の７１名に対しぐっと増加したのは衛生知識の普及による早期発見、早期治療

の兆しと思われる。その内訳は下表の如く非らいと認められた者２７名、治ゆと認められた者１８名で、

５５名がなおらいとして診断せられその中入所を必要とする者は２６名であった。これらに対しては極力

入所勧奨につとめ専門医による治療を受けさせる様、患者の理解を得る事に努力した。

　　　　　　　　　　　　患者及び容疑者の専門医による検診状況　　　　　昭和２７年～２９年　　

第２　らい患者収容状況

１　輸送及び勧しょう状況

　患者の入所に関しては検診の結果特に要入所と決定した者及び新たに発見せられた病勢進行の途

上にあるものに対し得心の出来る入所勧しょうを行い、速やかに療養所で専門的治療の受けられる

様努めたが、その年次別勧しょう状況は次のとおりである。

 

結節らい神経らい斑紋らい総　　数

女男計女男計女男計女男計

２
-
２

１６
２
１４

１８
２
１６

２０
１
１９

４３
８
３５

６３
９
５４

３
２
１

３
１
２

６
３
３

２６
３
２３

６１
１１
５０

８７
１４
７３

愛　知　県
名 古 屋 市
県計（名古屋市
除く）　　　　

容　　疑　　者患　　　　　　　　者

非らいと決
定せる者　

らいと決
定せる者

検　診
員　数

要注意と認
められる者

要入所と認
められる者

非らいと認
められる者

内治癒と認
められる者

検　診
員　数

５
７
２２

６
７
５

１１
１４
２７

３６
２６
２６

１９
１２
２４

１１
１０
５

１３
９
１８

７９
５７
７３

昭和２７年
　　２８年
　　２９年
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　　　　　　　　　　　輸送及び勧しょう状況　　　　　　　　　　　　昭和２３年～２９年

２　療養所別入所患者数

　２９年末現在、愛知県の入所患者数は長島愛生園の１６３名が最も多く、ついで駿河療養所の１１６名、

多磨全生園の５３名、栗生楽泉園の４８名等でその男女別内訳は下表のとおりである。

　　　　　　　　　　療養所別入所患者数　　　　　　　　　　　　　昭和２９.１２.３１

第３　その他の予防事業

１　入所患者に対する慰問

　入所患者に対しては２８年同様県議会衛生委員及び衛生部主管課長により慰問を行った。又衛生部

からは郷土の月刊雑誌、日刊新聞、その他種々日用品をとりまとめて各療養所に輸送する等、ささ

やかながらも誠心こもった慰問を行った。

２　入所患者家族に対する援護

　入所患者家族に対する生活援護については２９年８月１日より実施し、１２月末日現在１１４世帯でそ

の援護種別内訳は下表のとおりである。

　　　　　　　　　患者家族の生活援護状況　　　　　　　　昭和２９年１２月現在

勧しょう回数輸送人員輸送回数

１,６１５
４１５
３００
１６５
２８５
２２０
１１０
１２０

２７２
８３
５０
２６
４５
３１
１１
２６

４０
１１
６
４
６
６
３
４

計
昭和２３年前
２４年
２５年
２６年
２７年
２８年
２９年

備考女男計

昭和２１年以降退所者数

軽快者　　２０名
死亡者　　１４６名
その他　　６３名

１３６
５６
１１
１９
４１
―
２
２
２
２
―
１
―

２７１
１０７
４２
２９
７５
５
１
１
―
１
６
―
４

４０７
１６３
５３
４８
１１６
５
３
３
２
３
６
１
４

計
長島愛生園
多磨全生園
栗生楽泉園
駿河療養所
邑久光明園
大島青松園
菊地恵楓園
星塚敬愛園
身延深敬園
神山復生病院
松丘保養園
東北新生園

教育援護住宅援護生活援護　　　　　種別

金額員数世帯数金額員数世帯数金額員数世帯数
４,２６３１５９２,５００３８９１５,９１６４０１１１ヶ月分
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３　藤楓協会愛知県支部

　藤楓協会愛知県支部は昭和２８年６月設立されてより、入所患者に対する支度金の支給、慰問品の

発送、慰問団の派遣等、本県らい予防事業に側面的な力強い援助を続けている。

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

昭和３０年

　　　　　　　第９章　　ら　い　予　防

　らい予防事業については、多年にわたるらい県の汚名をそそぐべく常に深い関心を払い、在宅患者

の完全入所、潜在患者の発見、専門医による定期検診の実施、消毒及び廃棄による伝染防止等を強力

に行い、同時に一般のらい知識並びに救らい思想の普及により、早期発見早期治療につとめ、らいの

根絶を期した。なお、昨年よりらい予防法の改正により実施されたらい患者家族の生活援護は、本年

も順調に行われ、入所患者家族の生活困窮者救済に努めた。

第１節　　らいのまんえん状況

第１　らい患者状況

　昭和３０年末に於ける県下のらい患者数は、男４９名、女１６名、計６５名で、そのうち名古屋市内在住者

は１２名である。

　病型別には、神経らいが最も多く、男２７名、女１０名、計３７名で、結節らいは男１７名、女３名、計２０

名、斑紋らいは男５名、女３名、計８名で最も少数である。

　県下地区別では、津島保健所管区９名が最も多く、蒲郡、美浜の各保健所管区には１名も数えられ

ていない。

　　　　　　　　　　　　　病型別、性別らい患者数　　　　　　　　　昭和３０年　

第２節　らい予防事業

第１　らい患者検診状況

　在宅患者及び容疑者に対する検診は、本年も国立療養所の専門医官により年２回実施した。昭和３０

年における総検診人員は１０５名であって、年々の検診者数の増加は、らいに対する県民の認識の向上を

具現しているものであろう。

　１０５名の診断結果は、下表の如く非らいと認められた者１６名、治ゆと認められた者１４名で、らいと認

定せられた７５名中、入所を要する者は２９名であって、これらに対しては極力入所勧奨につとめ専門医

の治療を受けるよう、患者及び家族に対し、らい知識の普及に努めた。

 

結節らい神経らい斑紋らい総　　数

女男計女男計女男計女男計

３
-
３

１７
３
１４

２０
３
１７

１０
１
９

２７
５
２２

３７
６
３１

３
２
１

５
１
４

８
３
５

１６
３
１３

４９
９
４０

６５
１２
５３

愛　知　県
名 古 屋 市
県計（名古屋市
除く）　　　　
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１５１

　　　　　　　　　　　　患者及び容疑者の専門医による検診状況　　　　　昭和２７年～３０年　　

第２　らい患者の収容状況

１　輸送及び勧奨状況

　前述定期検診の結果、要入所者と決定した者及び新たに発見された患者に対し、らい専任職員を

して年間１９６回の多きにわたり入所勧奨を行い、速やかに療養所で専門的治療の受けられるよう努

めたが、その年次別勧奨状況は次のとおりである。

　　　　　　　　　　　輸送及び勧しょう状況　　　　　　　　　　　　昭和２６年～３０年

２　療養所別入所患者数

　昭和３０年末現在愛知県の入所患者数は、長島愛生園の１６９名が最も多く、ついで、駿河療養所の

１３５名、多磨全生園５３名、栗生楽泉園の４８名等で、その男女別内訳は下表のとおりである。　　　　

　　　　　　　　　　療養所別入所患者数　　　　　　　　　　　　　昭和３０.１２.３１

容　　疑　　者患　　　　　　　　者

非らいと決
定せる者　

らいと決
定せる者

検　診
員　数

要注意と認
められる者

要入所と認
められる者

非らいと認
められる者

内治癒と認
められる者

検　診
員　数

５
７
２２
１６

６
７
５
１

１１
１４
２７
１７

３６
２６
２６
４５

１９
１２
２４
２９

１１
１０
５
０

１３
９
１８
１４

７９
５７
７３
８８

昭和２７年
　　２８年
　　２９年
　　３０年

勧しょう回数輸送人員輸送回数

１,８１１
８８０
２８５
２２０
１１０
１２０
１９６

２７８
１５９
４５
３１
１１
２６
６

４２
２１
６
６
３
４
２

計
昭和２５年前
２６年
２７年
２８年
２９年
３０年

備考女男計

昭和２１年以降退所者数

軽快者　　２０名
死亡者　　１４７名
その他　　６３名

１４９
５７
１１
１９
５１
０
２
４
１
１
０
３
０

２８９
１１２
４２
２９
８４
７
１
１
０
０
４
１
８

４３８
１６９
５３
４８
１３５
７
３
５
１
１
４
４
８

計
長島愛生園
多磨全生園
栗生楽泉園
駿河療養所
邑久光明園
大島青松園
菊地恵楓園
星塚敬愛園
松丘保養園
東北新生園
身延深敬園
神山復生病院
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第３　その他の予防事業

１　入所患者に対する慰問

　入所患者に対しては、昨年同様、県議会衛生委員及び衛生部主管課長により慰問を行った。又、

本県からは郷土の月刊雑誌、日刊新聞、その他種々の日用品をとりまとめて各療養所に送付する等、

真心のこもった慰問を行った。

２　入所患者家族に対する援護

　入所患者家族に対する生活援護については、昭和２９年８月１日より実施し、昭和３０年末の延べ世

帯数は３５０世帯で、各年別の１２月分の援助種別内訳は下表のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　患者家族の生活援護状況　　　　　　　　　　昭和３０年１２月

３　藤楓協会愛知県支部

　藤楓協会愛知県支部は、昭和２８年９月設立されて以来、入所患者に対する支度金、慰問品の発送、

慰問団の派遣等本県らい予防事業に側面的な援助を強力に続けている。

教育援助住宅援助生活援助　　　　　種別

金額員数世帯数金額員数世帯数金額員数世帯数
４,２６３
８,８５５

１５
３０

９
２１

２,５００
７,６４４

３８
１０５

９
２７

１５,９１６
６７,８６３

４０
１１０

１１
３１

２９年１２月分
３０年１２月分


